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日本において不登校児童生徒数が減少しない要因
に関する一考察と対策提言
一児童生徒の欠席理由別及び累積欠席日数毎の
対応ガイドライン案の提案一

小野 昌彦*

抄 録 平成25(2013)年度の全国の不登校児童生徒数は,119.617人 (前年度112.689人),で

あり,在籍者数に占める割合は117% (前年度1.09%)であり前年比で増加となった｡この日本の不

登校対策の基本方針は.平成15(2003)年の文部科学省通知 ｢不登校への対応の在り方について｣に

示されている｡小野 (2014)は.東大和市内全中学校新規不登校半減の実践を報告した｡この小野

(2014)等の実践知見から ｢不登校への対応の在り方について｣を分析し,課題と今後の対策を検討し

た｡検討の結果.｢不登校への対応の在り方について｣には.学校教育法施行令に示されている欠席理由

別対応.累積欠席日数毎の対応に関する記述が欠如していた｡そこで.全国の不登校減少の為には.欠

席理由及び累積欠席日数毎の対応ガイドライン提示が必要であるとし.そのガイドライン案を提案した｡

キ ー ワー ド 不登校 学校教育法施行令 不登校への対応の在り方について コンプライアンス

累積欠席日数

Ⅰ はじめに●●●●●
文部科学省は,平成26(2014)年10月16日に

平成25(2013)年度の ｢児童生徒の問題行動等

生徒指導上の諸問題に関する調査｣ (l)の結果

を公表した｡全国の不登校児童生徒数は,′｣､学

校では24,175人 (前年度21,243人).｢F'学校では

95.442人 (前年度91.446人),総数は,119,617

人 (前年度112.689人)であった｡在籍者数に

占める割合は小学校0.36% (前年度0.31%),中

学校2.69% (前年度2.56%)の合計1.17% (前

年度1.09%)であった｡小学校,中学校のいず

れの校種においても,人数,在籍者に占める割

'宮崎大学
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合は.増加 した｡

この調査では,文部科学省は不登校の定義と

して年間30日以上欠席した児童生徒のうち,柄

気や経済的な理由を除き,｢何 らかの心理的,

情緒的,身体的,あるいは祉会的要因 ･作呆に

より,児童生徒が登校 しないあるいはしたくと

もできない状況にある｣ (2)者を用いている｡

図 1に全国の不登校児童生徒数の推移 (3)を

示す｡全国の不登校児童生徒総数は.平成24

(2012)年度まで 5年連続で減少 していたが,

平成25(2013)年度には,増加に転 じた｡全国

各地で様々な不登校対策が実施され,不登校対

応施設が設置された りしているにもかかわら

ず,再度不登校児童生徒数が増加に転 じ.17年

間10万人以 上の数値を継続 していることは重篤

な状態であるといえる｡この円本の状態は,実
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図1 全国の不登校児童生徒数の推移

出典 :文部科学省 ｢平成25年度 ｢児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する

調査｣について｣(2014年12月)

施されている不登校対応に本質的な課題がある

と考えざるを得ない｡

文部科学省HPによると,現在までに文部科

学省から学校現場に示された不登校関連の通知

等は.｢現在長期間学校を休んでいる児童生徒

の状況等に関する調査結果とその対応について

(通知)｣(平成16年4月15日付16初児生第2号),

｢登校拒否児童生徒が学校外の公的機関等に通

所する場合の通学定期乗車券制度の適用につい

て (通知)｣(平成 5年 3月19日付 5初中第30

号),｢不登校への対応の在 り方について (過

知)｣(平成15年 5月16日付文科初第255号),

｢学校教育法施行規則の一部を改正する省令の

施行等について (通知)｣(平成17年7月6日付

17文科初第485号),｢不登校児童生徒が自宅に

おいてIT等を活用 した学習活動を行った場合

の指導要録上の出欠の取扱い等について (過

知)｣(平成17年7月6日付17文科初第437号),

｢高等学校における不登校生徒が学校外の公的

機関や民間施設において相談 ･指導を受けてい

る場合の対応について｣(平成21年3月12日付

20文科初第1346号),｢高等学校の全日制課程及

より引用

び定時制課程における不登校生徒に対する通信

の方法を用いた教育による単位認定について｣

(平成21年 3月31日付20文科初第8077号),｢不

登校への対応について｣(平成15年 3月),｢生

徒指導資料第2集不登校への対応と学校の取組

について-′｣､学校 ･中学校編-｣(平成15年3

月),｢不登校生徒に関する追跡調査研究会｣
(平成23年度),｢不登校に関する実態調査～平

成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書

～｣(平成26年7月9日)である｡

上記の11の通知等において,全国の学校現場

に最も大きな影響を与えているのは,｢不登校

への対応の在 り方について｣と考えられる｡な

ぜならば,本通知は,平成4 (1992)年3月に

取 りまとめられた有識者による ｢登校拒否 (不

登校)問題について｣報告に関する同年9月24

日付けの文部省初等中等教育局長通知 (文初中

第330号)を踏まえ,その当時に取 りまとめら

れた報告に基づき見直しを図り,不登校-対応

する上での留意点等につきまとめたものであ

り,文部科学省が都道府県教育委員会には.所

管の学校及び域内の市町村教育委員会に対 し
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て,都道府県知事には,所轄の学校に対 して,

この趣旨についての周知徹底,適切な対応がな

されるための指導を要請しているという通知だ

からである｡

また,本通知の内容については,内閣凧 警

察庁,法務省及び厚生労働省と協議活であり,

また,これらの府省庁に対し.それぞれの関係

機関等に本通知の内容の周知方を依頗済である

という主要府省庁周知の重要な通知となってい

るからである｡

この文部科学省からの通知にもかかわらず.

17年以上全国の不登校児童生徒が10万人以上お

り.昨年増加に転 じた口本の現状から.この

｢不登校への対応の在 り方について｣に何らか

の課題があると考えるのが必然であろう｡

一方,小野 (2014)(4)は,東京都東大和市

内全中学校を対象とした市単位の不登校発現予

防対策を実施し新規中学生不登校数及び発現率

を半減した成果を報告した｡この対策は,束大

和市内中学校の不登校認定手順を調査し,その

手順が唆味であることを明らかにし,学校教育

法施行令第20条及び第21条に規定された校長,

教育委員会の欠席に対する義務を遂行する為の

不登校認定手順を導入した不登校発現予防対策

であった｡4年間の対策実施の結果.東大和市

の全中学校長,全教月の不登校認定手順の実施

率が向上し,新規不澄佼発現率及び新規不登校

数ともに半減した｡

この前例のない優れた成果から.学校教育法

施行令遵守の不登校認定を導入した不登校発現

予防対策の実施は,市単位での中学校における

不登校の発現予防に効果があることが示され

た｡今後の課題として,欠席理由のアセスメン

トシステムの構築を挙げていた｡すなわち,主

に校長.担任が,欠席連絡時の対応.欠席理由

別の対応,累積欠席日数毎の対応を法的,教育

的に適切に実施することの重要性を示唆してい

るといえる｡

そこで,本研究は,文部科学省通知の ｢不登

校への対応の在り方について｣を学校教育法施

行令に規定された欠席の故いのコンプライアン
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ス,すなわち,学校現場における法的,教育的

に適切な欠席理由別の対応,累積欠席11数庵の

対応という視点で検証し,エビデンスに依拠す

る学校教育現場における欠席対応ガイドライン

を提案することを目的とする｡

Ⅱ 学校教育法施行令における欠席●●●●●
の扱いと東大和市の不登校対策

義務教育年限における児童生徒の欠席の扱い

については,学校教育法施行令第20条,第21条

において.校長の義務として以下のように規定

されている｡第20条には,小学校,中学校,中

等教育学校及び特別支援学校の校長は,当該学

校に在学する学齢児童又は学齢生徒が,休業口

を除き引き続き7日間出席せず.その他その出

席状況が良好でない場合において,その出席さ

せないことについて保護者に正当な事由がない

と認められるときは,速やかに.その旨を当該

学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の

教育委員会に通知しなければならないと規定さ

れている｡第21条には.市町村の教育委員会

は,前条の通知を受けたときその他当該市町村

に住所を有する学齢児童又は学齢生徒の保護者

が法第17条第1項又は第2項に規定する義務を

怠っていると認められるときは.その保護者に

対して,当該学齢児童又は学齢生徒の出席を督

促 しなければならないと規定されている｡

小野 (2014)(5)は,この学校教育法施行令

の視点を取 り入れたアセスメントシステムか

ら,対象全5中学校から収集した情報及び中学

校長から提出された不登校典型事例情報を基に

東大和市の典型的不登校発現メカニズムを以下

のように考えた｡子どもが,登校の朝 ｢いきた

くない｣と訴えた｡それに対して,保護者が子

どもの欠席理由をよく確認せずに学校に欠席連

絡をしたり,欠席させて欠席理由に対処しなか

ったりといった対応をした｡この保護者の学校

-の不明確な理由の欠席冠箭連絡に対して.莱

大和市の中学校の欠席電話連絡担当であった学

級担任,副校長が受容的対応を実施した｡この



繰り返しで,子どもが授業不参加の為,学習困

難が強まり,学校場面における不快場面が増加

した｡そして.子どもが休みがちになることに

対して,子どもの日中の世話を焼く人を配置す

るなどの家庭維持条件が出現して継続不登校状

態となった｡子どもは,家に閉じこもり,コン

ピュータゲーム等好みの活動を行っていた｡

このような子どもの欠席状態が7日間程度継

続した時点.さらには7日間以上継続した時点

でも校長,教育委員会が学校教育法施行令に規

定された義務の遂行を実施 しないことによっ

て,不当な欠席理由の場合であっても,校長判

断の伝達,対処及び指導ができないため.不登

校の発現及び維持を促進した｡

以上.東大和市の中学生不登校は,中学校教

員が学校教育法施行令第20条.第21粂末遵守及

びこれらの法令に規定された義務を遂行する為

の欠席受付を実施していないことにより,不当

な理由の欠席継続による不登校が東大和市の中

学校において誘発されやすい状況となっている

と考えられた｡

前述の行動アセスメントの結果から,学校教

育法施行令第20条,第21条に規定された義務を

遂行する為,教員が保護者からの欠席電話対応

を変容し,ある生徒の欠席日数年間累横7日以

上経過時に校長が面接を実施することによって

不登校誘発及び維持条件が変容し怠学的不登校

発現パターンによる不登校は出現しないとの仮

説を立てた｡そこで,東大和市の全 5中学校

に,この方針に則した次の手順を導入した｡

(1)欠席電話受付手順 :(D欠席理由を毎回必

ず確認する.(参病気 (医師が診断したもの)や

家庭の事情 (忌引きなど)等,法的に認められ

た理由の場合のみ欠席を認める,③法的に認め

られた欠席理由 (不安障害等による正当な理由

による不登校,病気.忌引き等)以外の理由で

ある場合には.登校する (保健室や別室登校を

含む)ように保護者に伝える,(彰病気が理由の

場合,子どもを病院に連れて行っていなけれ

ば,病院へ連れて行 くように保護者に伝える,

⑤病気が理由の場合,体温測定や医師の診断結

果を保護者に確認する,(む病気で休んだ日に

は,医師の治療を受け,医師の指示通り安静に

過ごしていたかを確認する｡

(2)校長の欠席早期面接手順 :(∋年間累積欠

席日数が7日に達した児童 ･生徒に対して,校

長 ･保護者 ･本人による面談を実施する,(参校

長は保護者に欠席の理由を聞き.正当 (不安障

害等による正当な理由による不登校.病気.忌

引き等)か,不当かを判断する,(彰校長は,不

安障害.いじめ等の正当な事由による不登校で

あると判断した場合には,個別支援計画の作成

を指示し,その遂行を管理 ･監督する,(む校長

は欠席の理由が不当だと判断した場合には,煤

護者にそのことを伝え出席させるように指導す

る｡また,教育委貞会に通知する｡

欠席電話受付手順の実態及び介入実施状況を

確認するために.教育委員会は全中学校教員を

対象としたアンケー ト調査を実施した｡平成20

(2008)年度から平成23(2011)年度は,以下

の質問項目であった｡(∋欠席理由確認を毎回し

ている.②法的に認められた理由のみ欠席を認

めている,(釘法的に認められていない理由の欠

席には保護者に対して登校促進している,(彰病

気が理由の場合.子どもを保護者が病院に連れ

て行っていなければ,病院へ連れて行くように

保護者に伝えている,(9病気が理由の場合.体

温測定や医師の診断結果を保護者に確認してい

る,⑥病気で休んだ日には.医師の診断を受

け,医師の指示通り安静に過ごしたか確認して

いる｡平成24(2012)年度は,アンケー ト項目

を以下のように短 く変更して実施した.(D′欠

席連絡を受けた場合,欠席理由を毎回必ず確認

している.(参′病気が理由の場合,本人の様子

(体温)や具体的な症状等を聞いている,(参′家

庭の事情や病気等の欠席理由以外である場合に

は,登校するように保護者に伝えている (不安

等による不登校など,登校を促すことが適当で

ないと学校が判断したケースは除いてくださ

い｡),(む′病気で休んだE=二は,その日に本人

の具合を聞いたり,明日以降の予定等を伝えた

りするなど,保護者や本人に連絡をし,確認を
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成20(2008)年度の調査段階で全中学校校長

が,質問項目① ｢7日欠席面談｣,② ｢欠席理

由判断｣.(む ｢保護者督促｣に対 して実施して

いないと回答していた｡平成24(2012)年度,

回答率1000/Oで,項目(D′80% (4人),項目③′

80% (4人),項目(む′100% (5人),項EIG)′

60% (3人),項目(む′0% (0人)であった.

この不登校発現予防対策実施の結果,東大和

市全中学校の不登校発現率は,4.74%から2.75

%,不登校数は,96人から59人となり,不登校

発現率42%減,不登校数39%減となった｡ま

た,新規不登校発現率は,2.87%から1.3%,釈

規不登校数が59人から28人となり,対策実施に

より,新規不登校発現率及び新規不登校数は共

に半減した (図2)0

以上のことから.教員の欠席電話受付手順,

校長による欠席早期面接手順の ｢7日欠席面

談｣,｢欠席理由判断｣の実施が,東大和市の中

学生不登校の典型例における不登校誘発条件,

不登校維持条件の減少を促進し,新規不登校発

現率が減少したと考えられる｡また,今後の課

題として,教育委月会の法令遵守と不登校認定

時の個別支援計画提案システムを挙げた｡

Ⅲ 文部科学省から学校現場に示さ●●●●●
れた通知にみる不登校対応にお
ける欠席対応

小野 (2014)(7)の実践で,不登校減少に効

果が確認された学校教育法施行令第20条,第21

条に規定された義務を遂行するための児童生徒

の欠席対応手順は,｢不登校への対応の在 り方

について｣においては.どのように扱われてい

たのであろうか｡

｢不登校への対応の在 り方について｣は,平

成14(2002)年度当時.不登校児童生徒数が過

去最多を更新する事態を受けて,文部科学省

が,平成14(2002)年9月に ｢不登校問題に関

する調査研究協力者会議｣を発足させ,1不登

校問題の実態の分析,2学校における取組の在

り方,3学校と関係機関の連携の在り方.4そ

の他不登校問題に関連する事項について総合

的 ･専門的な観点から検討を願い,｢今後の不

登校への対応の在 り方について｣の報告を取 り

まとめたものである｡本報告によれば,欠席に

関する記述は,3.教育委員会の取組の充実の

(1)不登校や長期欠席の早期の把握と対応に

記述されているだけであった｡そして.その記

述は,学校における取 り組みの項ではなく,敬

育委員会の取 り組みとして位置づけられてい

た｡

その項の記述は,以下の通 りである｡｢各市

町村教育委員会においては,不登校や長期欠席

は,義務教育制度に関わる重大な課題であるこ

とを認識し.学校等の不登校への対応に関する

意識を高めるとともに,学校が家庭や関係機関

等と効果的に連携を図り,課題の早期の解決を

図るための体制の確立を促すことが重要である

こと｡｣ (8)

この記述から,この項における欠席とは.長

期欠席であり,教育委員会は,学校に対 して,

長期欠席が重要な課題であるという意識を高め

ることが重要であるという内容であり,欠席に

対する対応という内容ではなかった｡

すなわち,｢不登校への対応の在 り方につい

て｣においては,学校教育法施行令第20条,第

21条に規定されている学校現場における児童生

徒の欠席理由及び累積欠席日数毎の対応に関連

する記述はなく,この通知の全国的な周知徹底

によって,学校現場における不登校対策におい

て,児童生徒の欠席理由及び年間累積欠席日数

毎の対応 という視点は存在 しなかったといえ

る｡この視点は.小野が.実際に不登校対策ス

ーパーバイザーを務めた1都7県の数市の学校

現場視察,研修講演を担当した全国21都府県の

教育委員会情報からも.全 く確認できなかっ

た｡

したがって,不登校減少効果の認められた学

校教育法施行令第20条.第21条に規定された義

務を遂行する欠席対応が,全国的に周知徹底さ

れている ｢不登校への対応の在 り方について｣

において全く取り上げられていないことが,長
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期間に渡り全国の不登校児童生徒数が減少 しな

い要因の 1つといえる可能性は高い｡全国的な

不登校児童生徒数の減少を考えるならば,｢不

登校の対応の在 り方について｣といった文部科

学省の通知レベルで.この欠席理由別対応,累

積欠席対応に関する具体的ガイ ドラインを示す

ことが必要である と考 える｡そこで.小野

(2014)(9)の調査,実践に基づいた知見等をガ

イ ドラインとして学校現場-の還元のために提

案することは非常に意義があるといえる｡

Ⅳ 欠席対応ガイドライン案につい●●●●●
て

1 基本方針

小野 (2006)(10)の学校,町単位での不登校

のゼロの実践,ノト野 (2014)(ll)の市単位での

不登校半減の実践の基礎 となっている方法論

は,小野 (2010)(12)に行動論的包括的支援ア

プローチとしてまとめられている｡その不登校

に対する基本方針は.対象児童生徒の抱えてい

る問題の軽視,回避を容認 しない,すなわち,

唆味な理由の欠席は容認せず,欠席により回避

している児童生徒自らが抱える問題に直面させ

対処法を習得させることであった｡

したがって,新規不登校を減少させるための

児童生徒欠席対応の方針は.学校教育法施行令

の年間累積日数毎の対応において,累積欠席 1

日目から欠席理由毎の分類とその分類ごとの対

応を示すこと.そして,その対応には.法的対

処とアセスメントに基づく教育的対応 (問題解

汰)の両方を示すこと.さらに全教職月が児童

生徒の抱えている問題の無視.回避を認めない

ようにこの方針に沿って共通の対応をすること

が必要であった｡

以上のことから,′ト野 (2014)(13)の知見を

学校現場における効果的な不登校発現防止のた

めの欠席対応に還元するためには.欠席電話連

絡があった時の対応マニュアル案,欠席理由別

対応ガイドライン案,欠席累積日数毎の対応ガ

イドライン案の3種類 (以下.総称 して ｢欠席
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対応ガイドライン案｣とする)が必要と考えら

れる｡

2 欠席時対応マニュアル案について

図3に欠席時対応 マニュアル案を示す｡/｣､野

(2014)(14)の実践において,保護者から欠席連

絡があった時.学校の教職員が法的.教育的に

適切な欠席理由の時のみ欠席を認める対応を実

施して,不登校発現防止の効果を挙げた｡その

手順は,基本的に′ト野 (2006)(15)で取 り上げ

た鳥取県大山町立名和小学校 (平成18(2006)

年4月から他′｣､学校と統合)において不登校ゼ

ロを達成した時に作成したマニュアルに連絡帳

による欠席電話受け付け手順を追加したもので

ある｡

この欠席時対応マニュアルは.保護者から欠

席連絡があった時,病気 (医師が診断 したも

の)や家庭の事情 (忌引きなど)等.法的に認

められた理由の場合のみ欠席を認める流れにな

っており,法的に認められた欠席理由 (不安障

害等による正当な理由による不登校,病気,忠

引き等)以外の理由である場合には登校する

(保健室や別室登校を含む)ように保護者に伝

えることになっている｡

また,病気が理由の場合,検温を義務付け,

保護者と学校側で合意した体温37度を目安とし

て子どもを病院に連れて行っていなければ,柄

醍-連れて行 くように保護者に伝え,体温測定

や医師の診断結果を保護者に確認する｡そし

て,病気で欠席 した日には,医師の治療を受

け,医師の指示通 り安静に過ごしていたかを確

認する｡

この欠席時の家庭での状況確認は,欠席時に

家庭に滞在することに正の強化刺激が随伴しな

いようにする目的で実施する手続きであり,′ト

野 ･豊田 ･川島 ･三好 ･小林 (1999)(16)にお

いて.不登校多発家族事例の不登校予防.再発

防止の効果が実践で検証されている｡

すなわち.このマニュアルは,学校側 とし

て,保護者からの欠席連絡時に不適切な理由の

欠席を容認せず.また,正当な理由で欠席の場









護者に欠席の理由を聞き.正当 (不安障害等に

よる正当な理由による不登校.病気,忌引き

等)か.不当かを判断する,(彰校長は.不安障

害,いじめ等の正当な邪由による不登校である

と判断した場合には,保護者に卒業要件を示

し.教員に個別支援計両の作成を指示し,その

遂行を管理 ･監督する,その際,学力,行動を

アセスメントする (例として,田版出版のTK

式学習進度学習進度指導検査,教師のための問

題解決10ステップ (22)の活用),⑤校長は欠席

の理由が不当だと判断した場合には,保護者に

そのことを伝え,卒業要件を提示して出席させ

るように指導する｡また,教育委員会に通知す

る,GXD迄の対処にもかかわらず累穂欠席15日

経過した場合には,校長と保護者の面接を再度

実施する,校長から,保護者に卒業要件,学校

教育法施行令の再提示.個別支援計画の進捗状

況の確認.計画未実施.欠席継続の場合は,計

画再検討を実施し校長から教育委員会に状況を

連絡する,⑦⑥迄の対処にかかわらず20日以上

の累概欠席の場合,再度.校長と保護者の面接

を実施する.校長は,保護者に対 して状況確

認,卒業要件.学校教育法施行令の再提示を実

施 し,個別支援計画未実施,欠席継続の場合

は,計画を再検討し,校長から教育委員会に状

況を連絡し.教育委員会から保護者へ出席要請

を実施する｡以上の累積欠席日数毎の対応ガイ

ドライン案を図5に示す｡

Ⅴ まとめにかえて●●●●●
本研究においては,日本において全国の不登

校児童生徒数が減少 しないのはなぜか,そし

て,不登校児童生徒を減少させるためにはどう

すれば良いのかを検討 した｡小野 (2014)2̀3

の束大和市における新規不登校発現率半減の対

策において.学校教育法施行令第20条,第21条

に規定された義務を遂行する為の欠席理由別対

応,累積欠席日数対応を実施したことが新規不

登校減少に有効であったことから.この視点か

ら口本の学校現場の不登校対応に大きな影響を
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与えている ｢不登校への対応の在 り方につい

て｣を検討した｡その結果,この ｢不登校への

対応の在 り方について｣には.前述の欠席理由

別対応,累桜欠席日数転の対応という視点が欠

如していた｡日本の学校現場の不登校対応にお

いて,欠席理由別対応.累積欠席日数による対

応の発想すらないことが,不登校が減少しない

原因の1つと考えられた｡

そこで,日本の不登校を減少させるために

は,｢不登校への対応の在 り方について｣と同

レベルの文部科学省からの通知で欠席理由別対

応,累積欠館日数による対応を加えることが有

効ではないかと考えた｡

そして,現在までに不登校発現防止効果に関

するエビデンスのある対応手順を.学校現場還

元のために欠席時対応マニュアル,欠席理由別

対応ガイドライン案,累積欠席日数毎の対応マ

ニュアルとして提案した｡

今後.本研究で提案した児童生徒の欠席対応

ガイドライン案の不登校予防実践への適用によ

る効果検証が必要である｡そして,この欠席対

応ガイ ドライン案の効果が実証された場合,

｢不登校への対応の在 り方について｣等の通知

に追加して,全国の不登校児童生徒減少に効果

があるか.検証することが必要である｡

【付記】

本研究は.科学研究費補助金研究基盤研究
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果の一部である｡
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